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大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
情
報
収
集
衛
星
の
活
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
「
情
報
収
集
衛
星
」
光
学
四
号
機
を
本
年
八
月
二
十
八
日
、
種
子
島
宇
宙
セ
ン
タ
ー
か
ら
打
ち
上
げ
る
こ
と
を
決
定

し
た
。
情
報
収
集
衛
星
の
目
的
は
、
政
府
に
よ
れ
ば
「
外
交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
及
び
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
等
の
危
機

管
理
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
収
集
」
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
三
年
の
一
号
機
の
打
ち
上
げ
以
来
、
「
大
規
模

災
害
等
へ
の
対
応
」
に
つ
い
て
は
、
何
を
い
つ
撮
影
し
、
ど
う
活
用
し
た
の
か
、
そ
の
目
的
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
国
民
の

前
に
い
っ
さ
い
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
東
日
本
大
震
災
は
、
東
北
地
方
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
が
、
こ
の

未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
地
震
と
津
波
に
対
し
て
さ
え
も
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
「
安
全
保
障
上
の
制
約
か
ら
ど
の
よ
う
に

運
用
し
た
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
」
と
活
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
「
こ
れ
で
は
、
具
体
的
に
ど
う
役
立
っ
た

か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
果
た
し
て
、
納
税
者
の
理
解
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」
（
二
〇
一
一
年
五
月
十
六
日
付
、
朝
日

新
聞
社
説
）
と
い
う
主
張
が
上
が
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。
な
お
、
年
次
は
す
べ
て
西
暦
で
表
記
さ
れ
た
い
。

（
一
）

現
時
点
で
運
用
中
の
情
報
収
集
衛
星
は
、
光
学
衛
星
、
レ
ー
ダ
衛
星
そ
れ
ぞ
れ
何
機
か
。

（
二
）

情
報
収
集
衛
星
の
予
算
が
計
上
さ
れ
た
一
九
九
八
年
度
か
ら
昨
年
度
ま
で
の
年
度
別
の
決
算
額
と
今
年
度
の
予
算

一



額
、
こ
れ
ら
の
総
額
は
い
く
ら
に
上
る
か
。
そ
れ
ぞ
れ
、
円
単
位
で
答
え
ら
れ
た
い
。

（
三
）

こ
れ
ま
で
打
ち
上
げ
た
情
報
収
集
衛
星
（
軌
道
投
入
に
失
敗
し
た
も
の
も
含
む
）
の
研
究
費
、
開
発
費
、
製
造
費
は

そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。
衛
星
一
機
ご
と
に
百
万
円
単
位
で
示
さ
れ
た
い
。

（
四
）

こ
れ
ま
で
情
報
収
集
衛
星
を
打
ち
上
げ
た
Ｈ
�
Ａ
ロ
ケ
ッ
ト
（
八
月
二
十
八
日
に
打
ち
上
げ
予
定
の
十
九
号
機
を
含

む
）
の
製
造
費
と
打
ち
上
げ
費
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。
ロ
ケ
ッ
ト
の
号
機
ご
と
に
百
万
円
単
位
で
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
情
報
収
集
衛
星
を
打
ち
上
げ
た
Ｈ
�
Ａ
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
。
号
機

ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

（
五
）

情
報
収
集
衛
星
の
目
的
と
し
て
政
府
が
い
う
「
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
等
」
の
「
大
規
模
災
害
」
と
は
、
具
体
的

に
何
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
。
今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
の
地
震
や
津
波
、
東
京
電
力
・
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

の
事
故
を
含
む
の
か
。
ま
た
、
「
対
応
等
」
の
「
対
応
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
行
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
。
詳

細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

（
六
）

二
〇
〇
八
年
十
一
月
二
十
八
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
九
一
号
）
の

中
で
、
二
〇
〇
五
年
三
月
二
十
日
に
発
生
し
た
福
岡
県
西
方
沖
地
震
の
際
に
「
情
報
収
集
衛
星
を
有
効
に
活
用
し
た
」

二



旨
を
答
え
て
い
る
が
、
こ
れ
を
含
め
て
情
報
収
集
衛
星
を
活
用
し
た
大
規
模
災
害
を
、
す
べ
て
列
挙
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
各
々
の
災
害
に
つ
い
て
、
情
報
収
集
衛
星
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
か
、
そ
の
実
態
を
情
報
収
集
衛
星
の
利

用
省
庁
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
の
う
ち
、
画
像
を
公
に
し
た
も
の
は
あ
る
か
。

（
七
）

情
報
収
集
衛
星
の
利
用
省
庁
は
、
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
に
当
た
り
、
情
報
収
集
衛
星
の
画
像
を
ど
う
利
用
し
た

か
。
省
庁
ご
と
に
詳
細
に
答
え
ら
れ
た
い
。

（
八
）

宇
宙
か
ら
地
上
を
撮
影
す
る
情
報
収
集
衛
星
の
画
像
を
使
え
ば
、
津
波
が
ど
の
よ
う
に
移
動
し
て
い
く
の
か
、
ど
こ

に
何
時
頃
到
達
す
る
か
等
を
判
読
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
東
日
本
大
震
災
の
地
震
発
生
時
か
ら
津
波
襲
来
時
に
か
け

て
、
情
報
収
集
衛
星
は
被
災
地
上
空
を
周
回
し
て
い
た
の
か
。

（
九
）

津
波
の
到
達
場
所
と
時
刻
が
ど
こ
に
何
時
頃
か
と
い
う
情
報
が
す
み
や
か
に
提
供
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
的
確
な
避

難
に
よ
り
犠
牲
者
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
情
報
収
集
衛
星
の
画
像
や
画
像
判
読
に
よ
る
津
波
の

到
達
時
刻
等
は
、
政
府
や
各
自
治
体
、
関
係
機
関
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
。

（
十
）

津
波
襲
来
直
後
に
津
波
が
ど
こ
ま
で
襲
来
し
、
建
物
の
損
壊
状
況
、
被
災
者
の
所
在
や
避
難
場
所
を
迅
速
に
把
握
す

る
こ
と
は
、
被
災
者
救
出
に
当
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
情
報
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
緊
急
車
両
等
が
近
づ
く
こ

三



と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
所
で
も
、
宇
宙
か
ら
夜
間
で
も
高
解
像
度
で
画
像
を
撮
影
で
き
る
情
報
収
集
衛
星
は
、
そ
の

た
め
に
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
政
府
は
被
災
直
後
す
み
や
か
に
、
被
災
者
救
出
に
当
た
っ
て
い
た
機
関

や
自
治
体
等
に
情
報
収
集
衛
星
が
撮
影
し
た
被
災
地
の
画
像
を
公
開
、
提
供
し
た
の
か
。
仮
に
公
開
も
提
供
も
し
て
い

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
か
。

（
十
一
）

政
府
は
こ
れ
ま
で
「
今
後
の
情
報
収
集
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
情
報
収
集

衛
星
が
撮
影
し
た
画
像
等
の
情
報
の
公
開
を
拒
み
続
け
て
き
た
。
「
情
報
収
集
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
」
と
は
、
具
体

的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
詳
細
に
答
え
ら
れ
た
い
。

（
十
二
）

内
閣
官
房
に
よ
れ
ば
、
情
報
収
集
衛
星
は
「
国
民
生
活
の
安
定
・
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
情
報
の
収
集
・
分
析

に
重
要
な
ツ
ー
ル
」
で
あ
る
と
い
う
。
情
報
収
集
衛
星
の
画
像
は
天
候
や
時
間
の
制
約
な
く
、
宇
宙
か
ら
地
上
を
撮
影

で
き
る
情
報
で
あ
る
。
地
震
と
津
波
襲
来
直
後
に
被
災
者
救
出
活
動
に
当
た
っ
て
い
た
機
関
や
組
織
に
、
政
府
が
そ
の

画
像
の
公
開
や
提
供
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
政
府
自
ら
が
「
国
民
生
活
の
安
定
・
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
情
報
の
収
集
・
分
析
に
重
要
な
ツ
ー
ル
」
の
活
用
を
意
図
的
に
怠
っ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
国
民
の
命
と
安
全
を
確

保
す
る
と
い
う
政
府
の
責
任
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

四



（
十
三
）

き
わ
め
て
大
規
模
で
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
東
日
本
大
震
災
の
被
災
状
況
で
す
ら
、
「
情
報
収
集
活
動

に
支
障
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
理
由
で
情
報
収
集
衛
星
の
画
像
を
公
に
し
な
い
実
態
は
、
情
報
収
集
衛
星
の
目
的
で
あ
る

「
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
」
と
い
う
文
言
が
単
な
る
「
方
便
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。あ

わ
せ
て
、
情
報
収
集
衛
星
に
関
連
す
る
今
年
度
の
す
べ
て
の
予
算
の
執
行
は
た
だ
ち
に
停
止
し
て
（
八
月
二
十
八

日
に
打
ち
上
げ
予
定
の
光
学
四
号
機
の
打
ち
上
げ
は
当
然
中
止
）
、
そ
の
分
を
今
後
の
補
正
予
算
編
成
に
際
し
、
震
災

の
復
興
予
算
財
源
に
回
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

（
十
四
）

大
規
模
災
害
へ
の
対
応
と
い
う
目
的
で
多
額
の
国
費
を
投
じ
て
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
・
運
用
を
進
め
な
が
ら
、

大
規
模
災
害
で
の
活
用
実
態
を
「
情
報
収
集
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
理
由
で
、
国
民
に
説
明
す
ら
で
き
な
い

よ
う
な
代
物
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
政
府
の
「
無
駄
撲
滅
」
や
「
事
業
仕
分
け
」
の
観
点
か
ら
運
用
を
た
だ
ち
に

停
止
し
、
来
年
度
以
降
か
ら
予
算
の
計
上
は
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
だ
け
に
目
的
を
絞
っ
た
高
性
能
の
人
工
衛
星
を
導
入
し
、
撮
影
し
た

画
像
や
分
析
情
報
を
災
害
対
応
の
機
関
や
自
治
体
、
研
究
者
等
に
何
の
制
約
も
つ
け
ず
に
公
開
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

五



国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
責
任
を
負
っ
た
政
府
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
検
討
し
て
い
な
い
の
か
。

（
十
五
）

公
開
さ
れ
て
い
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
破
壊
状
況
を
撮
影
し
た
人
工
衛
星
の
画
像
は
、
す
べ
て
ア
メ
リ
カ

の
商
用
衛
星
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
情
報
収
集
衛
星
は
福
島
第
一
原
発
の
上
空
か
ら
画
像
を
撮
影
し
て
い

な
い
の
か
。
撮
影
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
情
報
収
集
衛
星
の
画
像
を
公
開
し
な
い
の
か
。

（
十
六
）

福
島
第
一
原
発
の
状
況
を
撮
影
し
た
ア
メ
リ
カ
の
商
用
衛
星
の
名
前
は
何
と
い
い
、
ど
こ
が
保
有
す
る
も
の
か
。

衛
星
画
像
は
購
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
こ
が
、
ど
こ
か
ら
、
い
く
ら
で
購
入
し
た
の
か
。
円
単
位
で
示
さ
れ

た
い
。

（
十
七
）

内
閣
情
報
調
査
室
は
情
報
収
集
衛
星
の
画
像
等
を
基
に
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
の
浸
水
範
囲
を
地
図
上
に
記
し

た
「
被
災
状
況
推
定
地
図
」
を
作
成
し
て
い
る
が
、
縮
尺
は
二
万
五
千
分
の
一
と
い
う
小
縮
尺
の
た
め
、
建
物
や
道

路
、
地
形
等
が
詳
し
く
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
現
実
的
に
こ
れ
で
は
「
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
」
に
、
と
う
て
い
役

立
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
大
縮
尺
の
地
図
を
基
に
し
て
詳
細
な
被
災
状
況
推
定
地
図
を
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
か
。

（
十
八
）

内
閣
情
報
調
査
室
が
東
日
本
大
震
災
の
被
災
状
況
推
定
地
図
を
作
成
し
た
の
は
い
つ
か
。
ま
た
、
利
用
省
庁
は
被

六



災
状
況
推
定
地
図
を
被
災
地
の
現
場
で
実
際
に
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
の
か
。
省
庁
ご
と
に
答
え
ら
れ
た
い
。

（
十
九
）

東
北
電
力
・
女
川
原
子
力
発
電
所
も
津
波
で
重
油
タ
ン
ク
の
転
倒
等
、
外
見
上
も
明
白
な
被
害
を
受
け
た
。
と
こ

ろ
が
、
被
災
状
況
推
定
地
図
に
よ
る
と
女
川
原
発
の
部
分
は
津
波
の
浸
水
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
情

報
収
集
衛
星
の
画
像
に
は
、
女
川
原
発
と
そ
の
周
辺
に
は
津
波
の
浸
水
状
況
が
撮
影
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

（
二
十
）

情
報
収
集
衛
星
の
う
ち
、
レ
ー
ダ
衛
星
二
機
が
設
計
寿
命
を
前
に
運
用
を
停
止
し
た
。
そ
の
原
因
は
何
か
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
国
民
生
活
に
何
ら
か
の
支
障
が
発
生
し
た
か
。
ま
た
、
運
用
を
停
止
し
た
衛
星
は
現
在
ど
う
い
う
状
況
に

あ
る
の
か
。
ス
ペ
ー
ス
デ
ブ
リ
の
状
態
に
あ
る
の
か
。

（
二
十
一
）

運
用
を
停
止
し
た
二
機
の
衛
星
の
設
計
寿
命
は
そ
れ
ぞ
れ
何
年
で
あ
り
、
実
際
の
運
用
期
間
は
何
年
何
ヶ
月
で

あ
っ
た
の
か
。

（
二
十
二
）

設
計
寿
命
を
前
に
運
用
を
停
止
し
た
こ
と
に
伴
い
、
政
府
は
衛
星
を
製
造
し
た
三
菱
電
機
に
対
し
製
造
者
責
任

の
観
点
か
ら
、
契
約
金
の
返
還
を
求
め
た
の
か
。
あ
る
い
は
そ
の
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
の
か
。
三
菱
電
機
の
責
任

が
免
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
契
約
書
の
何
条
に
何
と
書
か
れ
て
い
る
の
か
。

（
二
十
三
）

情
報
収
集
衛
星
を
運
用
し
て
い
る
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
何
人
か
。
出
向
元
の
省
庁
別
の
内
訳
を
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付
し
、
総
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
常
勤
職
員
と
非
常
勤
職
員
の
内
訳
を
示
さ
れ
た
い
。

（
二
十
四
）

内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
う
ち
、
民
間
企
業
や
団
体
（
独
立
行
政
法
人
は
除
く
）
か
ら
採
用
（
出
向

含
む
）
し
て
い
る
者
は
何
人
か
。
あ
わ
せ
て
、
常
勤
職
員
と
非
常
勤
職
員
の
内
訳
を
示
さ
れ
た
い
。

（
二
十
五
）

内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
の
歴
代
の
所
長
三
名
は
三
名
と
も
防
衛
省
退
職
者
、
同
じ
く
次
長
五
名
の
う
ち
四
名

は
警
察
庁
か
ら
の
出
向
者
、
一
名
は
外
務
省
か
ら
の
出
向
者
で
あ
る
。
所
長
と
次
長
の
ほ
と
ん
ど
に
、
防
衛
省
と
警
察

庁
出
身
者
を
充
て
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
か
。
ま
た
、
こ
の
人
事
は
、
情
報
収
集
衛
星
が
大
規
模
災
害
へ
の

対
応
と
い
う
民
生
用
途
の
衛
星
で
は
な
く
、
「
外
交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
」
、
す
な
わ
ち
軍
事
衛
星
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

（
二
十
六
）

内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
の
所
長
に
、
出
向
者
で
な
く
退
職
者
を
充
て
る
の
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
か
。

（
二
十
七
）

国
会
議
員
に
対
し
て
議
員
会
館
に
説
明
に
来
る
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
常
に
名
刺
を
持
た
な
い
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
名
刺
を
作
っ
て
配
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
事
実

か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
つ
か
ら
、
ど
う
い
う
理
由
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。
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